
2 0 2 6 年 7 月 1 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第 277回「地域の会」定例会資料 〔前回定例会以降の動き〕 
 
【不適合関係】 

・6月 11日 核物質防護に関する不適合情報                  〔P.2〕 

 

・6月 9日 7号機原子炉建屋（管理区域）におけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）〔P.6〕 

 

・6月 12日 屋外荒浜側高台エリアにおけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）  〔P.7〕 

 

・6月 17日 7号機タービン建屋（非管理区域）における海水の漏えいについて（区分：Ⅲ） 

                                〔P.8〕 

 

・6月 29日 フロンガスの構外処理における手続きの未実施について（区分：Ⅲ） 〔P.9〕 

 

【発電所に係る情報】 

・6月 23日 柏崎刈羽原子力発電所の 2025年度訓練実施結果報告書の 

原子力規制委員会への提出について               〔P.10〕 

 

・6月 24日 ＷＡＮＯピアレビューについて                 〔P.40〕 

 

【その他】 

・6月 8日 私たちは新潟県の皆さまへの感謝を胸に、電気を、未来を、創っていきます。 

－新作ＣＭ「感謝を胸に、この街とともに。」篇を公開－      〔P.41〕 

 

・6月 24日 小千谷市・長岡市・上越市における「東京電力コミュニケーションブース」 

の開催について                        〔P.43〕 

 

・6月 26日 資金拠出に関する確認書の締結について 〔P.44〕 

 

・7月 1日 柏崎刈羽原子力発電所に関するコミュニケーション活動等の取り組み 〔P.48〕 

 

【福島第一原子力発電所に関する主な情報】 

・2月 12日 福島第一原子力発電所 廃炉作業の取り組みに関するご報告    〔別紙〕 

 

 

 

 

 

 

 

 以 上 

＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15年 11月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分:Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分:Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分:Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他   上記以外の不適合事象 
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東京電力ホールディングス（株）　柏崎刈羽原子力発電所

核物質防護に関する不適合情報

NO. 不適合内容 発見日 備　　考

1 2025/8/31

2 2025/9/27

3 2025/10/6

4
監視モニターの映像が、映らないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。

2026/4/23

３．公表区分Ⅲ　　　　　　０件

２．公表区分Ⅱ　　　　　　０件

１．公表区分Ⅰ　　　　　　０件

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
　 このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

◆　「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、
発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。

2026年5月18日（月）までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

４．公表区分その他　　  ４件

監視モニターの録画機能が、正常に動作しないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は維持されていた。
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東京電力ホールディングス（株）　柏崎刈羽原子力発電所

核物質防護に関する不適合情報

NO. 不適合内容 発見日 備　　考

1

原子力規制庁による検査において、立入制限区域境界に存在する地下通路が核物質防護上の開口部に該当すると
の指摘を受けた。
当該地下通路を直ちに閉塞し、関係者に運用について周知した。
なお、現場設備に妨害破壊行為等の痕跡や、不正に人が侵入した形跡は確認されなかった。

2026/4/7

NO. 不適合内容 発見日 備　　考

1
核物質防護上の扉における認証装置の一部機能が、正常に動作しないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、当該不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、障壁機能および認証機能は維持されていた。

2026/4/7

2

見張人が借用した鍵が返却されていないことを確認したことから、当日中に当該鍵を返却させた。
調査の結果、鍵を借用した協力企業作業員が返却を失念していたことを確認した。
対策として、関係者への口頭・掲示による注意喚起を実施するとともに、担当者立会いのもとで施錠・返却の確認を実
施することとした。
なお、当該鍵が不正使用された形跡は確認されなかった。

2026/4/8

３．公表区分Ⅲ　　　　　　１件

２．公表区分Ⅱ　　　　　　０件

１．公表区分Ⅰ　　　　　　０件

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
　 このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

◆　「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、
発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。

2026年5月25日（月）までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

４．公表区分その他　　  ２件
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東京電力ホールディングス（株）　柏崎刈羽原子力発電所

核物質防護に関する不適合情報

NO. 不適合内容 発見日 備　　考

1

周辺防護区域からの退域時、エスコート者による一時立入者の同行管理が一時的に出来ていなかった
ことを確認した。
調査の結果、エスコート者は、車両を運転する一時立入者の行動を最後まで確認せず出入管理所内に
入ってしまい、一時立入者はエスコート者を見失ってしまった。
再発防止対策として、一時立入者が運転する車両にエスコート者、またはエスコート者の補佐者が同乗
する運用とし、関係者に対して周知・教育を実施した。
なお、当該一時立入者においては入域履歴や監視カメラの映像から、不審な形跡が無いことを確認し
ている。

2026/2/10

NO. 不適合内容 発見日 備　　考

1
監視カメラの映像が、正常に映らないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。

2025/2/8

2
監視用の照明が、正常に点灯しないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は維持されていた。

2025/12/12

3
監視カメラの映像が、映らないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は維持されていた。

2026/1/24

4
監視モニターの一部機能が正常に動作しないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は維持されていた。

2026/4/23

5
監視カメラの洗浄機能が、正常に動作しないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は維持されていた。

2026/5/6

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
　 このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

◆　「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、
発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。

2026年6月1日（月）までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

４．公表区分その他　　  ５件

３．公表区分Ⅲ　　　　　　１件

２．公表区分Ⅱ　　　　　　０件

１．公表区分Ⅰ　　　　　　０件

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf
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東京電力ホールディングス（株）　柏崎刈羽原子力発電所

核物質防護に関する不適合情報

NO. 不適合内容 発見日 備　　考

1

監視カメラの制御盤切替工事を行ったところ、制御盤の異常を示す警報が、正常に発報しないことを確認
した。
調査の結果、当社の要求する仕様を満足しない状態の制御盤への切替を行ったことが原因であった。当
社仕様書には要求事項が記載されているものの、協力企業が作成した要領書には当該要求が反映され
ておらず、協力企業および当社社員も気付かなかった。不具合についてはシステム改修を行い、正常な
状態に復旧した。
再発防止策として、要求される仕様が要領書に反映されているか確認する手順の見直しを行った。
なお、不具合発生中の監視機能は維持されていた。

2026/4/23

2

協力企業作業員が核物質防護上の扉を開放する際、警備員が到着したことで許可が下りたと勘違いし、
扉を開放してしまった。その場で警備員がまだ許可が下りていないことを指摘し、当該扉を速やかに閉鎖
させた。
調査の結果、当該作業員が扉開放時の確認手順を正しく認識していなかったことから、正しい手順を全
所員および協力企業に対して再周知した。
なお、現場設備に妨害破壊行為等の痕跡はなく、扉開放中の不正な人・物品の通過もなかったことを確
認した。

2026/4/23

NO. 不適合内容 発見日 備　　考

1
監視モニターの録画装置の一部機能が、正常に動作しないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を除外し、継続使用が行えるよう復旧した。
なお、録画機能は正常に維持されていた。

2025/2/4

2
監視カメラの映像が、映らないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。

2026/1/12

3
核物質防護上の障壁に破損を確認したことから、破損箇所を修理し、正常な状態に復旧した。
なお、侵入防止機能は維持できていたこと及び現場設備に妨害破壊行為等の痕跡はなく、不審者や不
審物もなかったことを確認した。

2026/1/26

4
核物質防護上の障壁に錆を確認したことから、当該箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、障壁機能は維持できていたこと及び現場設備に妨害破壊行為等の痕跡はなく、不審者や不審物も
なかったことを確認した。

2026/4/25

5
手荷物検査に使用する検査装置が、正常に動作しないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の検査は、他の検査装置にて実施した。

2026/5/1

6

7

8
侵入検知器が、不法行為等がないにも関わらず動作し続けることを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の検知機能は、代替措置にて維持した。

2026/5/22

◆　「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、
発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。

2026年6月8日（月）までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

４．公表区分その他　　  ８件

※核物質防護に関する不適合情報は、対策を行った後、防護上の安全が確認された段階でお知らせしております。
　 このため、発生から公表までに時間を要する不適合もございます。

３．公表区分Ⅲ　　　　　　２件

２．公表区分Ⅱ　　　　　　０件

１．公表区分Ⅰ　　　　　　０件

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf

監視用の照明が、正常に動作しないことを確認した。
調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。
なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。

2026/5/4
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2026年 6月 9日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 7号機 

件名 原子炉建屋（管理区域）におけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

2026 年 6 月 8 日午後 2 時 45 分頃、原子炉建屋 2 階の原子炉格納容器内において、    

ケーブルの敷設作業に従事していた協力企業作業員が、ケーブルを引いた際、鋼材に  

右手中指が当たり負傷し、出血しました。 

そのため、業務車にて医療機関へ搬送しました。 

 なお、本人に意識はあり、身体汚染はありません。 

  

   

 

  

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 

 

病院で診察の結果、「右中指挫創」と診断されました。 

今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努め

てまいります。 

 

ケーブル 

敷設方向 

鋼材 
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2026年 6月 12日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 ― 

件名 屋外荒浜側高台エリアにおけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

2026 年 6 月 11 日午前 9 時 50 分頃、屋外荒浜側高台エリアにおいて、コンクリートの

型枠組立作業に従事していた協力企業作業員が、移動中に脇にあったのり面に右足をとら

れ、右足首を負傷しました。 

そのため、業務車にて医療機関へ搬送しました。 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 

 

病院で診察の結果、「右足関節外果骨折」と診断されました。 

今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努め

てまいります。 

 

被災時イメージ写真 
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2026 年 6 月 17 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 7 号機 

件名 タービン建屋（非管理区域）における海水の漏えいについて 

不適合の 

概要 

 

2026 年 6 月 17 日午前 0 時 6 分頃、7 号機タービン建屋の中地下 2 階の電解鉄イオン  

供給装置＊エリアにおいて、巡視点検中の運転員が、電解鉄イオン供給装置の出口配管の 

継ぎ目部から、約 26,000L の海水が漏えいしていること確認しました。 

そのため、漏えい箇所の前後にある弁を閉め、午前 0時 17分に漏えいは停止しました。 

 

なお、漏えいしたのは海水であり、汚染はないことから、外部への放射能の影響は  

ありません。 

 

＊電解鉄イオン供給装置 

熱交換器伝熱管内部の海水による腐食を防止するために、鉄イオンを供給し被膜を 

形成する装置 

 

    

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 今後、海水が漏えいした原因調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。 

海水の漏えい箇所 ＜電解鉄イオン供給装置の出口配管＞ 

海水の流れ 
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2026年 6月 29日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 - 

件名 フロンガスの構外処理における手続きの未実施について 

不適合の 

概要 

 

荒浜側廃棄物焼却設備（管理区域）で管理していたフロンガス※1 について、ボンベに

入れて構外に搬出し廃棄処理をした※2 際、保安規定第 88 条の 2（放射性廃棄物でない  

廃棄物の管理）で定める所定の手続きを実施していなかったことがわかりました。 

 

具体的には、「放射性廃棄物でない廃棄物」として、構外で廃棄する際に求められる  

放射線測定、および記録の確認について、ボンベ内のフロンガスに対して実施していま

せんでした。なお、フロンガスの構外での廃棄処理作業は、フロン排出抑制法に基づき

適切に処理していることを確認しています。 

 

当該のフロンガスは、発電所構内搬入時から、構外で処理するまで外部と接触のない

（密閉された）状態で管理されていること、当該のボンベは、構外搬出の際に放射線  

測定を行い、汚染はないことを確認していることから、外部への放射能の影響はないと

評価しています。 

 

※1：廃棄物焼却設備で廃棄物を焼却する際に出る排ガスを、放射線測定する際に使用 

する冷却装置で用いるフロンガス 

※2：2.3 ㎏のフロンガスを１㎏ボンベ 4 本に分けて取り出し、構外に搬出、廃棄処理   

したもの 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 今後、原因調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。 
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柏崎刈羽原子力発電所の 2025年度訓練実施結果報告書の 

原子力規制委員会への提出について 

 

2026年 6月 23日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、2000 年 6 月に施行された原子力災害対策特別措置法に基づき、福島第一 

原子力発電所、福島第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所の発電所ごとに作成 

した「原子力事業者防災業務計画※」に従い、防災訓練を実施しております。 

 

原子力事業者は、2012 年 6 月に改正された原子力災害対策特別措置法の規定に  

基づき、防災訓練の実施結果について、原子力規制委員会に報告するとともに、その

要旨を公表することとなっております。 

 

本日、柏崎刈羽原子力発電所の 2025 年度「防災訓練実施結果報告書」を同委員会

に提出しましたので、お知らせいたします。 

 

以 上 

 

※原子力事業者防災業務計画 

原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害の発生および拡大の防止ならびに   

原子力災害時の復旧に必要な業務等について定めたもの。 

 

添付資料 

・柏崎刈羽原子力発電所「防災訓練実施結果報告書」 

【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 原子力報道グループ 03-6373-1111（代表） 
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私たちは新潟県の皆さまへの感謝を胸に、電気を、未来を、創っていきます。 

 ― 新作ＣＭ「感謝を胸に、この街とともに。」篇を公開 ― 

 

2026年 6月 8日 

東京電力ホールディングス株式会社 

新潟本社 

 

当社は、新作ＣＭ「感謝を胸に、この街とともに。」篇(以下、本ＣＭ)を 6月 10日

から新潟県内で公開いたします。 

 

東京電力グループは 100年以上の長きにわたり、新潟県内において、県民の皆さま

の多大なるご理解とご協力のもとで、水力発電所や柏崎刈羽原子力発電所、送電設備

など、電力の安定供給に重要な設備を立地しています。 

新潟県の皆さまに支えられ“新潟で生まれた電気”は、電力の安定供給を通じて、  

主に首都圏をはじめとする東日本エリアの人々の日常に明かりを灯し、暮らしに彩り

を与えるとともに、様々な分野の産業技術を支えています。 

 

本ＣＭは、新潟県に縁のある民謡をアレンジした曲にのせて、長きにわたり当社の

電気事業を支えていただいている“新潟の皆さまへの感謝”を胸に「この先の 100年

もこの街とともに歩み続けてまいりたい」という想いを込めて制作しました。 

 

東京電力グループは、この先も地域に根差した事業者として、発電事業のみならず、

新潟県内の教育機関や企業と連携した人財育成、雇用の促進に加え、新事業の創出、

安全・安心な暮らしのための基盤整備などを通じて、新潟県のさらなる発展に貢献 

しながら、皆さまとともに未来を創ってまいります。 
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【本ＣＭ概要】 

タイトル：「感謝を胸に、この街とともに。」篇（30秒） 

公開日時：2026年 6月 10日(水）予定 

放送地域：新潟県 

特設サイト：https://www.tepco.co.jp/sp_2025/index.html 

（本ＣＭは、当社公式 YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。） 

 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 
新潟本社 渉外・広報部 報道グループ  025-283-7461（代表） 
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（お知らせ） 

小千谷市・長岡市・上越市における「東京電力コミュニケーションブース」の開催について 

2026 年 6月 24日 

東京電力ホールディングス株式会社 

新潟本社 

 

当社は、柏崎刈羽原子力発電所（以下「発電所」）において、福島第一原子力発電所の事故

の反省と教訓を踏まえて様々な安全対策を講じるとともに、事故への対応力強化のために各

種訓練を繰り返し実施するなど、ハード・ソフトの両面から発電所の安全性向上に取り組ん

でおります。 

また、地域の皆さまと直接お会いしてご意見を拝聴するとともに、発電所における安全性

向上の取り組み状況について一人でも多くの方々に説明し、皆さまのご不安やご質問にお答

えすることを目的として、新潟県内の各所にてコミュニケーション活動を実施しております。 

このたび、以下のとおり小千谷市・長岡市・上越市において「東京電力コミュニケーショ

ンブース」を開催するとともに、各会場より発電所構内をご見学いただけるバスツアーも合

わせて実施いたしますのでお知らせします。 

なお、詳細については、当社ホームページに開催会場ごとに「東京電力コミュニケーショ

ンブース」のご案内チラシを随時掲載してまいりますのでご覧ください。 

 

＜小千谷市＞ 

・日時：2026 年 7月 18日(土),19 日(日) 

・時間：10時 00分～16時 00分 

・会場：イオン小千谷店 2階 旧フードコート(小千谷市大字平沢新田字荒田339) 

＜長岡市＞ 

・日時：2026 年 7月 25日(土),26 日(日) 

・時間：10時 00分～16時 00分 

・会場：道の駅 ながおか花火館 イベントルーム「催-sai-」(長岡市喜多町707番地) 

＜上越市＞ 

・日時：2026 年 8月 1日(土),2日(日) 

・時間：10時 00分～16時 00分 

・会場：イオン上越ショッピングセンター 1階 セントラルコート (上越市富岡3457 番地) 

  

 

 

 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

新潟本社 渉外・広報部 報道グループ  025-283-7461（代表） 
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資金拠出に関する確認書の締結について 

 

2026 年６月 26 日 

新潟県 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 本日、新潟県と東京電力ホールディングス株式会社（以下「東電ＨＤ」）は、東電

ＨＤから新潟県への資金拠出に関する確認書を締結しました。 

 

東電ＨＤは、2025 年 10 月 16 日に開催された新潟県議会連合委員会において、 

新潟県内の「地域経済の活性化」や「安全・安心な暮らしのための基盤整備」を    

推進するため、新潟県への総額 1,000 億円規模の資金拠出を表明しています。 

 

本表明を踏まえ、両者間で資金拠出に関する協議を進めた結果、柏崎刈羽原子力

発電所の発電電力量の実績に応じ、以下のとおり、東電ＨＤから新潟県に対して 

資金を拠出することとしました。 

 

前年度における柏崎刈羽原子力発電所の 

発電電力量（送電端）の実績値（確定値） 
当年度の寄附額 

100 億 kWh 以上 115 億円 

90 億 kWh 以上 100 億 kWh 未満 100 億円 

80 億 kWh 以上 90 億 kWh 未満  85 億円 

80 億 kWh 未満  70 億円 

 

 引き続き、新潟県と東電ＨＤは、新潟県の持続的な発展や県民の安全・安心の 

向上に向けた取組を連携しながら進めてまいります。 

 

以 上 

 

＜別紙＞確認書 

［本件に関するお問い合わせ］ 

新潟県 知事政策局 政策企画課 原発関連安全確保・地域活性化推進室 

TEL：025-280-5457 

 東京電力ホールディングス株式会社 新潟本部 渉外・広報部 報道グループ 

TEL：025-283-7461 
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確認書 

東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）は、2025

年 10 月 16 日に開催された新潟県議会連合委員会において、新潟県内における

「地域経済の活性化」及び「安全・安心な暮らしのための基盤整備」を推進す

るために、新潟県（以下「新潟県」という。）に対し、総額 1,000 億円規模の

資金を拠出し、貢献していくことを表明した。 

これを受け、新潟県は、2026 年 2 月 18 日に示した活用方針（以下「活用方

針」という。）において、当該資金を活用し、柏崎刈羽原子力発電所の立地に

伴う安全・安心の確保を第一に、安全・防災対策の実施、地域・産業の振興及

び原子力災害対策重点区域の拡大に伴い必要となる取組の支援を行うこととし

た。  

以上を踏まえ、新潟県と東京電力は、東京電力が表明した総額 1,000 億円規

模の拠出に関し、次のとおり確認書（以下「本確認書」という。）を締結する。  

 

第１条 拠出の目的 

東京電力は、新潟県が活用方針に掲げる使途に活用するため資金を拠出し、

新潟県は、当該資金を当該使途に従って適正に活用するものとする。新潟県が

拠出金の一部を柏崎刈羽原子力発電所に起因して必要となる投資事業の元利償

還金に充てるために東京電力が拠出する場合には、当該資金の使途及び額を指

定して拠出するものとする。 

第２条 毎年の拠出額（寄附額）の決定方法等 

東京電力から新潟県への資金の拠出は、寄附として行うものとし、次の各号

に定める手順に従い、毎年度の寄附額を決定する。 

① 東京電力は、新潟県に対し、毎年 4 月 15 日までに、前年度における

柏崎刈羽原子力発電所の発電電力量（送電端）の実績値（確定値）を書

面により提示するものとする。 

② 新潟県は、本確認書第 3 条に定める寄附額設定表による寄附額の範囲

内で東京電力に対して書面により、当該年度の 4 月末までに、当該年度

の寄附額に関する意向を東京電力に示すものとする。 
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③ 東京電力は、前号に基づき新潟県から提示された書面の内容について

必要な確認を行った上で、当該年度における寄附額を決定し、5 月末ま

でに書面により新潟県に寄附を申し出るものとする。 

第３条 寄附額設定表 

（１）東京電力が表明した総額 1,000 億円規模の資金の拠出について、各年度

における寄附額は、前年度における柏崎刈羽原子力発電所の発電電力量

（送電端）の実績値（確定値）に応じ、以下の寄附額設定表に定める額と

する。 

（２）前項の規定にかかわらず、2026 年度の寄附額は、初期資金として 100

億円とする。 

（３）寄附額設定表における発電電力量の実績値の最高区分を大幅に上回る発

電電力量が見込まれるような発電が可能となった場合の扱いについては、

その状況が到来する時点までに別途協議する。  

 

＜寄附額設定表＞ 

前年度における柏崎刈羽原子力発電所の 

発電電力量（送電端）の実績値（確定値） 
当年度の寄附額 

100 億 kWh以上 115 億円 

90 億 kWh以上 100 億 kWh未満 100 億円 

80 億 kWh以上 90 億 kWh未満  85 億円 

80 億 kWh未満  70 億円 

 

第４条 拠出時期 

東京電力は、当該年度の寄附額について、当該年度の 8 月及び翌年 2 月の 2

回に、均等に分割して、新潟県に寄附するものとする。 

第５条 事情変更 

本確認書締結日以降の事情の変更であって、東京電力の責めに帰すことがで

きない事由により、柏崎刈羽原子力発電所の全部又は一部の運転が、連続して

複数の年度にわたり行われないことが見込まれる場合には、新潟県及び東京電

力は、当該期間における寄附額の取扱い及び寄附の再開条件その他必要な事項

について誠意をもって協議するものとする。 
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第６条 その他 

（１）寄附総額が 1,000 億円に達した後の扱いについては、寄附金の活用状況

及び柏崎刈羽原子力発電所の稼働状況等を踏まえて別途協議する。 

（２）本確認書に定めのない事項又は本確認書の解釈に疑義が生じた事項につ

いては、新潟県及び東京電力は、誠意をもって協議の上、これを解決す

るものとする。 

 

 

本確認書締結の証として本書 2 通を作成し、各々記名押印のうえ各 1 通を保有

する。 

 

2026 年 6 月 26 日 

 新潟県知事 

     花 角   英 世  印 

 

 東京電力ホールディングス株式会社 

代表執行役社長 

                    小 早 川  智 明  印 
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当発電所では、地域の方々とのコミュニケーションの場に、技術系社員も
積極的に参加しています。
ご不安の声やご意見を、直接傾聴することで、迅速な情報提供や
保守的な判断など、地域の方々の想いにそった行動につなげています。

2026年7月1日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

柏崎刈羽原子力発電所に関する
コミュニケーション活動等の取り組み

コミュニケーションブースの様子

地域の方々に安心していただけるよう、改めて一つひとつの業務を着実に
進め、ヒューマンエラー・災害防止に努めていく。
再稼働時に不具合が多かったことについて、心配の声を多くいただいた。
地域の方にご心配をおかけしないよう、今まで以上にしっかりと業務に
あたり、トラブルをなくしていく。

発電所内でけが人が多いという話を聞くと不安になる。
トラブルが起きているのが心配。気を引き締めてしっかりとやってほしい。

〇技術系社員が地域の方からいただいた声

今後も、このような取り組みを継続してまいります。

〇参加した技術系社員の声

地域共生活動の様子
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東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 2026年2月12日

福島第一原子力発電所 廃炉作業の取り組みに関するご報告

令和７年度　第４回　廃炉安全確保県民会議（資料抜粋）

1



ＡＬＰＳ処理水の海洋放出の実績・今後の計画

福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取り組みの進捗状況等について

2
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ALPS処理水の海洋放出の流れ

①

②

③

測定・確認用設備（K4タンク群）

ALPS処理水移送ポンプ

流量計・流量調整弁

海水移送ポンプ

緊急遮断弁

海水配管ヘッダ

海水流量計

ALPS処理水等タンク

ALPS処理水

放水立坑（上流水槽・下流水槽）

測定・確認用設備（K４タンク群）にて、上記の水を「受け入れ」

タンク群内で循環かく拌し、水を均質化した上で「測定」します。

トリチウム以外の放射性物質に関して

放出基準である告示濃度比総和1未満を「確認」した後

ALPS処理水を移送ポンプで送ります。

海水配管ヘッダで海水と混合し、放出する際のトリチウムの

上限濃度「 1,500ベクレル/㍑未満」を十分に満たすように

希釈します。

希釈した処理水は、放水立坑（上流水槽・下流水槽）へ送られ

放水トンネルから海に放出します。

まず、汚染水からトリチウムを除く、62種類の放射性物質を

ALPS等で除去します。

①

②

③

3
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海域モニタリング【トリチウム】

放出開始以降、「発電所から３㎞以内：10地点」「発電所正面の10㎞四方内：4地点」において、検出限界値を10ベクレル/㍑程度に

上げて迅速に結果を得る測定を実施してきました。「当社の放出停止判断レベル（運用指標）：＜発電所から３km以内で700ベクレル/㍑＞

＜発電所正面の10㎞四方内で30ベクレル/㍑＞」を全て下回っています。

発電所から３km以内 10地点

2025年度

第1回：検出限界値未満〜最大27 ＜ 700

第2回：検出限界値未満〜最大31 ＜ 700

第3回：検出限界値未満〜最大61 ＜ 700

第4回：検出限界値未満〜最大23 ＜ 700

第5回：検出限界値未満〜最大43 ＜ 700

第6回：検出限界値未満〜最大35 ＜ 700

第7回：

■迅速測定「トリチウム 濃度（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑）」

東京電力HP

処理水ポータル

発電所正面の10㎞四方内の4地点

すべて検出限界値未満

参考： 「ＷＨＯ飲料水ガイドライン：1万ベクレル/㍑」「政府方針で示された海洋放出のトリチウム濃度の上限：1,500ベクレル/㍑」

放出口

4
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告示濃度比総和 規制基準 トリチウム濃度
政府方針で示された海洋放出

のトリチウム濃度の上限

第1回 A群 37万ベクレル/㍑ 0.083 ＜ 1 2025.4.10 2025.4.28 最大489ベクレル/㍑ ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,853m3
約2.9兆ベクレル

第2回 C群 25万ベクレル/㍑ 0.11 ＜ 1 2025.7.14 2025.8.3 最大351ベクレル/㍑ ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,873m3
約2.0兆ベクレル

第3回 A群 38万ベクレル/㍑ 0.12 ＜ 1 2025.8.7 2025.8.25 最大500ベクレル/㍑ ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,908m3
約3.0兆ベクレル

第4回 B群 21万ベクレル/㍑ 0.12 ＜ 1 2025.9.11 2025.9.29 最大288ベクレル/㍑ ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,872m3
約1.7兆ベクレル

第5回 C群 25万ベクレル/㍑ 0.14 ＜ 1 2025.10.30 2025.11.17 最大339ベクレル/㍑ ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,838m3
約2.0兆ベクレル

第6回 A群 31万ベクレル/㍑ 0.19 ＜ 1 2025.12.4 2025.12.22 最大393ベクレル/㍑ ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,833m3
約2.4兆ベクレル

第7回 B群 25万ベクレル/㍑ 0.24 ＜ 1 2026年3月 ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,800m3
約2.0兆ベクレル

約54,600m3
約16兆ベクレル

希釈後のトリチウム濃度

処理水の放出量 トリチウム総量タンク群
希釈前の

トリチウム濃度

トリチウム以外の放射性物質の濃度

放出開始 放出終了

2025年度の放出について

ALPS処理水の海洋放出は、2023年8月24日の放出開始から2年が経過し、本年度6回目（通算17回）の海洋放出が完了しました。

（本年度6回目の放出期間中、「12/8 津波注意報」の発表に伴い、手順に従って放出を一時停止しました。「12/9 津波注意情報の解除」「12/9 後発地震注意情報」

   の発表を受け、避難経路の確認や連絡手段の徹底等を講じた上で、放出に向けた準備を進め、海洋放出を再開しました。）

年間放出基準トリチウム総量： 22兆ベクレル

東京電力HP

処理水ポータル

●測定・確認用タンクでのトリチウム濃度の分析結果が、100万ベクレル/㍑未満であることを確認

（トリチウム濃度が100万ベクレル/㍑以上のALPS処理水は、時間経過に伴う放射能の自然減衰を待ち、放出期間の後段で放出することとしています。）

●測定・評価対象核種の告示濃度比総和が、1未満であることを確認

●上記の2項目に関し、当社委託外部機関（株式会社化研）および国が行う第三者（日本原子力研究開発機構）の分析においても

同様の結果が得られたことを確認

5
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2026年度の放出計画（素案）

2026年度の放出計画は、従前通り「トリチウム濃度の低いものから放出を行う」ことを原則として、「年間放出回数 8回／年間放出水量

約62,400m3 ／年間トリチウム放出量 約11兆ベクレル」となっています。これまでの運用実績をもとに作業の効率化を進め、放出と放出の間

の期間短縮が可能となったため、2026年度の放出回数は、前年度の7回から1回増となる「8回」を予定しています。

年間放出基準トリチウム総量： 22兆ベクレル

告示濃度比総和※3 規制基準 トリチウム濃度
政府方針で示された海洋放出

のトリチウム濃度の上限

第1回
H2エリアJ群

H1東エリアC群
15万〜25万ベクレル/㍑ 0.51〜0.86 ＜ 1 4月 ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,800m3

約1.9兆ベクレル

第2回 H1東エリアC群 15万ベクレル/㍑ 0.51〜0.86 ＜ 1 5〜6月 ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,800m3
約1.2兆ベクレル

第3回
H1東エリアC群

H1東エリアA群/B群
15万〜16万ベクレル/㍑ 0.51〜0.86 ＜ 1 6〜7月 ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,800m3

約1.2兆ベクレル

第4回 H1東エリアA群/B群 16万ベクレル/㍑ 0.60〜0.84 ＜ 1 7〜8月 ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,800m3
約1.3兆ベクレル

第5回
H1東エリアA群/B群

H2エリアB群
16万〜17万ベクレル/㍑ 0.32〜0.84 ＜ 1 8〜9月 ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,800m3

約1.3兆ベクレル

第6回
H2エリアB群

K1エリアC/D群
15万〜19万ベクレル/㍑ 0.32〜0.84 ＜ 1 9〜10月 ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,800m3

約1.3兆ベクレル

第7回 K１エリアC/D群 19万ベクレル/㍑ 0.35〜0.40 ＜ 1 10〜11月 ＜ 1500ベクレル/㍑ 7,800m3
約1.5兆ベクレル

第8回
K1エリアC/D群

G４南エリアC群
19万ベクレル/㍑ 0.35〜0.50 ＜ 1

2027年

2月〜3月
＜ 1500ベクレル/㍑ 7,800m3

約1.5兆ベクレル

約62,400m3
約11兆ベクレル

希釈後のトリチウム濃度

処理水の放出量 トリチウム総量移送元タンク群※1
希釈前の

トリチウム濃度※2

トリチウム以外の放射性物質の濃度

放出開始 放出終了

※1:移送量（実績値）の増減により、移送元タンクの移送順序は変わらないが、放出回は前倒しもしくは後ろ倒しとなる可能性あり。
※2:タンク群平均、2026年4月1日時点までの減衰を考慮した評価値
※3:ALPSで処理し、タンク貯留後に測定した、主要7核種（Cs-134,Cs-137,Sr-90,I-129,Co-60,Sb-125,Ru-106）の分析値から算出した告示濃度比にC-14の最大値（0.11）

   または分析値およびその他核種の合計を0.3と推定したものを加えた、保守的な値。H1東-A,B,C、H2-Bについては主要7核種の分析値から算出した告示濃度比に
   C-14の最大値（0.11）または分析値、およびその他核種の分析値（タンク群毎に個々のタンクから採水し、それらを混合した試料を分析した値）を加えた値。

6
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2023年8月24日の放出開始から2026年1月22日の間に、合計「133,321ｍ3」のALPS処理水の放出を実施しました。また、放出開始以降の

ALPS処理水の新規発生量が「50,815m3」となっており、ALPS処理水等※の貯蔵量は、放出前に比べて約6％減少しています。

ALPS処理水等※の貯蔵量の低減状況

東京電力HP

処理水ポータル

ALPS処理水

処理途上水

％減少

海洋放出開始前

1,336,502ｍ31,253,996ｍ3

貯蔵量の減少

-82,506ｍ3

※発生した汚染水を多核種除去設備（ALPS）等で

処理した「ALPS処理水」及び「処理途上水」

6

2026年1月22日 現在

7
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処理途上水の二次処理について

処理途上水の二次処理については、処理途上水移送配管の設置に関する実施計画の変更認可申請を2025年7月に行っており

2026年度中に開始予定です。当面の間、二次処理した水は、二次処理を実施した年度の放出計画には織り込まず、一旦貯留し

翌年度以降の放出候補とします。

タンクに保管されている水のうち、約7割には

「環境に放出する場合の規制基準」を超える濃度で

放射性物質が含まれています。

この処理途上水は、国の規制基準を満たすまで

ALPS（多核種除去設備）で再浄化（ニ次処理）

してから海洋放出を行います。 

処理途上水

8
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12月15日〜19日、IAEAタスクフォースが来日し、海洋放出開始後 5回目となる安全性レビューミッションが行われました。

IAEAタスクフォースは、ALPS処理水の海洋放出の安全性について、IAEA国際安全基準に基づいて、技術的事項を議論するとともに

福島第一原子力発電所を訪れ、現地調査を行いました。

IAEAによる安全性レビュー①

放水立坑上流海水配管のサンプリングラック

化学分析棟

J９タンクエリア

IAEA福島ALPSラボラトリー

グスタヴォ・カルーソ

原子力安全・核セキュリティ局調整官

（オープニングセッション）

9
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2025年12月20日、IAEAより、下記のプレスリリースが発信されています。

「Japan Continues to Meet International Safety Standards in Discharge of ALPS-Treated Water,IAEA Task Force Confirms」

当社は、引き続き、IAEA の国際安全基準に照らしたレビュー及びモニタリングを受けることを通じて、安全確保に万全を期すとともに

レビュー等の内容について透明性高く発信いたします。

IAEAによる安全性レビュー②

As the main conclusion, the Task Force did not identify any inconsistencies

with the requirements of relevant international safety standards,

reaffirming the conclusions of the Task Force’s safety review as outlined

in the Comprehensive Report of 4 July 2023.

▼IAEAプレスリリース（一部抜粋)

主な結論として、タスクフォースにより

関連する国際安全基準の要求事項と合致しない

いかなる点も確認されず

2023年7月4日公表の「包括報告書」に記載された

安全性レビューの結論を再確認した。
（経産省仮訳）

IAEA

リリース

10
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「ALPS処理水等の低減状況」や「海洋放出に関する設備関連の情報」「海域モニタリング情報」など、様々な関連情報を

『処理水ポータルサイト』に集約して、2023年8月から情報公開しています。

安全性に関する情報発信

❶ ❷ ❸

❹ 上記Webサイトの画像はイメージです。

11
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海域モニタリング結果の公表について

「福島県・環境省・原子力規制委員会・東京電力」が実施している「福島県沖の海域モニタリングデータ」、水産庁が実施している

「水産庁の魚類測定データ」等を一元的に閲覧することができる「包括的海域モニタリング閲覧システム（ORBS）」で公開しています。

また、本サイトは、「日本語版・英語版・簡体字（中国語）・台湾繁体字・香港繁体字・韓国語」に多言語化して公開しています。

https://www.monitororbs.jp/index.html

12
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引き続き、地域のみなさまへ情報をお届けするために「新聞広告」を展開しています。ラジオについては「FMいわき」「ふくしまFM」

「ラジオ福島」にて広告を展開しています。また、みなさまの声を直接拝聴する「福島第一原子力発電所 視察・座談会」

「漁業・流通関係者のみなさまとの意見交換会」なども継続して実施しています。

安全性に関する情報発信

▽福島第一原子力発電所 視察・座談会

2025年10月〜2026年1月 :  4回（参加者：43名）

▽漁業・流通関係者などとの意見交換会

各自治体、漁業関係者さまをはじめとした関係者さまへのご説明

2025年10月〜2026年1月末 : 約860回

▽新聞広告

【地域紙】福島民報・福島民友・河北新報・茨城新聞・岩手日報

2025年10月〜2026年1月 : 8回

13



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

旅行や帰省で人の移動が活発化する年末・年始に合わせて、福島県内（福島駅・郡山駅）等や、主要ターミナル駅（東京駅・上野駅・名古屋駅）

等へ、海洋放出の安全性に関する広告を掲出しました。また、インバウンド接点として、英語版を空港関連メディア（中部国際空港駅・

関西空港駅・仙台空港）等にて掲出しました。

安全性に関する情報発信

福島駅

1/6-2/2

郡山駅

1/5-2/1

東京駅

1/12-1/18

上野駅

1/12-1/18

名古屋駅

12/8-12/11

12/1-12/31

中部国際空港駅

関西空港駅

12/1-1/4

仙台空港

12/1-12/31

14
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福島県産品の需要開拓・消費拡大を目的として、首都圏を中心に、県産品の魅力を発信しています。

福島県産品の魅力発信・消費拡大の取り組み

【首都圏・県内】

▼東京2025デフリンピック会場へのキッチンカー出店

「メヒカリの唐揚げ」

 「常磐ものカナガシラのカレー」

「常磐もの真ダコのシーフード

 パエリア」などを提供。

東京会場：駒沢オリンピック公園（2025/11/21-23）

福島会場：Ｊヴィレッジ（2025/11/15）

日比谷公園（2025/11/28 -30）

【首都圏】

▼発見！ふくしまお魚まつり in 日比谷公園

「常磐もの」をはじめとした

福島県産水産品を使用した

メニューを提供。

「北海道・三陸の水産品」を

PRするエリアも開設。

PHOTOPHOTO

（左図）東京会場

（右図）福島会場

【県内】

▼首都圏飲食店関係者 福島県産地見学会

当社催事に参加している首都圏の飲食店様等から

ご希望を募り、7社11名を福島県へご招待し、産地見学会

を実施。

松川浦漁港、郡山市総合地方卸売市場ほか(2025/12/1-2)

15
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ALPS処理水の海洋放出に伴い、「処理水の貯蔵に使用しなくなったタンク」は計画的に解体を行い、廃炉に必要な施設を建設する敷地を

確保する計画です。「J9、J8エリア」の溶接型タンクから解体作業を実施する計画であり、解体した敷地には

「3号機の燃料デブリ取り出し関連施設」の建設を想定しています。2025年9月3日に「J９エリア（12基）」のタンク解体が完了しています。

タンクの解体について

Ｊ9エリア

Ｊ8エリア

タンクエリア

J9エリアタンク解体後の写真

タンク  9基

タンク12基

12基解体済

J8エリアタンク
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2026年7月1日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第276回定例会でのご質問への回答 

<三井田 潤委員> 

① 規制庁資料の「品質マネジメントシステム運用年次検査の詳細」の中で、「7号機原子炉建屋

1階に設置してある1区画の固定式消火設備の中継盤の配線点検として、当該区画の感知器

線のケーブルをリフトすべきところ誤って別のケーブルをリフトしてしまい、複数の区画の

感知器及び固定消火設備の自動/遠隔操作が不可となった」とあるが、作業員によるセルフ

作業でやっていたのか。 

 

② 同じく、「点検中である4号機の換気空調補機常用冷却水系冷凍機の試運転の際、所管グル

ープで実施したアイソレ（ジャンパー操作）」とあるが、東京電力が直営で作業して間違え

たのか。 

（回答） 

① ご質問にある作業については、セルフ作業で実施したものです。 

当該作業は社内のガイドにおいて、セルフ作業に分類されており、今回は、協力企業作業員が

実施したものです。 

※セルフ作業とは、点検・補修を行う部署や協力企業が実施する作業を指します。 

 

② ご質問にある作業については、直営作業で実施したものです。 

当該作業は社内のガイドにおいて、直営作業に分類されており、作業主管グループの監理員

が作業を実施したものです。 

 

 いずれの案件も CAP（是正処置プログラム）活動を通じて、原因を究明し、適切に対策を講じ

てまいります。 

 

以上 
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2026年7月1日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第276回定例会でのご質問への回答 

<本間 保委員> 

●中性子照射脆化について、運転期間を延長する時に、中性子照射脆化をチェックする金属サン

プルが足りないのではないかという話があったかと思うが、実際に原子炉の運転を開始した

時に、何個のサンプルが入れられて、何年おきにチェックされて、それはいったい何年目まで

の分が入れられていたのか。 

（回答） 

〇柏崎刈羽原子力発電所1号機～7号機において、原子炉圧力容器の中性子照射脆化（中性子を

浴びたときに金属がもろくなること）を管理するため、各号機の原子炉圧力容器内に金属の試

験片（シャルピー衝撃試験片や引張試験片）が入った試験片かご（バスケット）を4個装荷し

ています。 

〇4個のうち1個は加速照射試験片バスケットといい、将来の脆化傾向を把握するため、原子炉

圧力容器が受ける中性子量より照射量が大きい炉心に近い位置に装荷しております。なお、加

速照射試験片バスケットは全号機で既に試験片を取り出しています。残りの3個は炉壁照射試

験片バスケットといい、原子炉圧力容器の内壁に装荷しています。 

〇試験片を取り出して調べる時期は、日本電気協会の規格に規定されており、原子炉が定格出力

で連続運転したとして仮定した年数（EFPY）で見ることとなっています。規格では、12EFPY、

24EFPY、32EFPYのタイミングで調査することが要求されています。例えば、稼働率が80%

の場合には、12EFPYは15年目、24EFPYは30年目、32EFPYは40年目に相当します。以

上のことから、プラント稼働状況により実際の取り出し時期は前後しますが、3個ある炉壁照

射試験片バスケットを12EFPY、24EFPY、32EFPYのタイミングで1個ずつ取り出します（1・

2・5・6号機では12EFPY分は実施済み、3・4・7号機での取り出しは未実施）。 

〇ただし、シャルピー衝撃試験片（脆化量を測定するための破壊試験に使う試験片）を再生して

使用する技術も既に確立されており、32EFPY以降には、それを活用することについても検討

しております。 

以上 


	TEPCO20260701-2.pdf
	スライド 0
	スライド 1
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 6
	スライド 8
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 23


